
香川県明るい選挙推進協議会会則 

 

 （目 的） 

第１条 本県における選挙啓発事業を推進するため、香川県明るい選挙推進協議会（以下「協議会」

という。）を設置する。 

  （事務所） 

第２条 協議会は、高松市番町四丁目１番１０号香川県庁内に置く。 

 （事 業） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。 

  (１) 講演会及び講習会の開催 

   (２) 明るい選挙推進のための集会 

   (３) 明るい選挙啓発資料の作成配付 

   (４) 明るい選挙モニターの設置 

   (５) その他必要と認められる事業 

 （組 織） 

第４条 協議会は、委員若干名をもって組織する。 

２ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

３ 委員は、任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なお在任する。 

４ 委員は、選挙管理委員会がこれを委嘱する。 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

 （会 議） 

第６条  協議会は、必要がある場合、会長がこれを招集する。 

２ 協議会の議長は、会長がこれに当たる。 

３ その他会議の運営に必要な事項は、会議において定める。 

 （幹 事） 

第７条 協議会の事務を処理するため、幹事若干名を置く。 

２ 幹事は、会長がこれを委嘱する。 

 （事務局） 

第８条 協議会の庶務は、県選挙管理委員会事務局において処理する。 

 （補 則） 

第９条 この会則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長がこれを定める。 

 

   附  則 

１ この会則は、昭和３６年１２月２０日から適用する。 

２ 香川県公明選挙協議会会則は、これを廃止する。 

 

   附  則 

 この会則は、昭和４９年５月９日から施行する。 


